
改 正 後 改 正 前

措置法第３７条の９の２ （（認定事業用 （新 設）

地適正化計画の事業用地の区域内に

ある土地等の交換等の場合の譲渡所

得の課税の特例）） 関係

（交換に伴い認定事業用地の区域内の土地建物等を取得した場合） （新 設）

３７の９の２－１ 一の所有隣接土地等（措置法第３７条の９の２第１項に規定

する所有隣接土地等をいう。以下３７の９の２－５までにおいて同じ。）に

ついて同項第１号に掲げる認定事業者（以下３７の９の２－５までにおいて

「認定事業者」という。）との交換により、同号に規定する認定事業用地

の区域以外の地域内にある土地建物等とともに当該認定事業用地の区域内

にある土地建物等（この項において「事業用地内土地建物等」という。）

を取得したときは、当該事業用地内土地建物等の価額に相当する金額は、

交換差金に該当するものとして同項の規定を適用する。

この場合において、当該交換について同項の適用を受けるときには、当

該事業用地内土地建物等を取得資産として所得税法第５８条第１項又は措置

法第３７条の４、第３７条の５第４項若しくは第３７条の６の規定の適用を受け

ることはできないのであるから留意する。

（所有隣接土地等とそれ以外の資産を交換等により譲渡した場合） （新 設）

３７の９の２－２ 措置法第３７条の９の２第１項に規定する認定事業用地（以

下３７の９の２－７までにおいて「認定事業用地」という。）の区域内と区

域外にまたがる一の土地等について、同項第１号に掲げる交換又は同項第

２号に掲げる譲渡（以下３７の９の２－６までにおいて「交換等」という。）

をした場合には、当該交換等により譲渡した土地等のうちの当該認定事業

用地の区域内の土地等に係る部分についてのみ措置法第３７条の９の２第１

項の規定の適用がある。

この場合において、当該区域内の土地等について同項の規定の適用を受

けるときの当該区域外の土地等の交換等については、所得税法第５８条第１
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項又は措置法第３７条、第３７条の４、第３７条の５第１項（同条第２項におい

て準用する場合を含む。）、同条第４項若しくは第３７条の６の規定の適用

を受けることはできないのであるから留意する。

（所有隣接土地等又は交換取得土地建物等が２以上ある場合） （新 設）

３７の９の２－３ その年中に２以上の所有隣接土地等を交換等により譲渡し

た場合又は交換等により認定事業用地の区域以外の地域にある２以上の土

地建物等を取得した場合における措置法第３７条の９の２第１項の規定の適

用については、納税者の選択するところに従い、当該交換等により譲渡し

た所有隣接土地等又は交換等により取得した土地建物等ごとに適用するこ

とができる。

したがって、例えば、２以上の所有隣接土地等のうちの一方が同法第３５

条第１項に規定する居住用財産である場合において、その居住用財産の譲

渡について同項の規定の適用を受け、他の一方について同法第３７条の９の

２第１項の規定の適用を受けることができる。

（注）同項の規定の対象となる一の所有隣接土地等又は交換等により取得

した一の土地建物等の一部分のみについて同項の規定を適用すること

はできないことに留意する。

（２,０００万円控除の特例及び１,５００万円控除の特例との関係） （新 設）

３７の９の２－４ 個人が同一年中に、認定事業用地の区域内で行われる措置

法第３７条の９の２第３項に規定する民間都市開発事業を行う者に対して２

以上の土地等の交換等をした場合において、当該交換等の一部につき同法

第３４条第１項（同条第２項第１号又は第２号に係る部分に限る。）又は第

３４条の２第１項の規定の適用を受けるときには、他の土地等の交換等につ

いては、同法第３７条の９の２第１項の適用はないことに留意する。
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（民間都市開発推進機構からの譲受けの契約方式） （新 設）

３７の９の２－５ 措置法第３７条の９の２第１項第２号に規定する所有隣接土

地等の譲渡及び民間都市開発推進機構からの土地建物等の譲受けの方法は、

所有隣接土地等を有する個人、認定事業者及び民間都市開発推進機構の

三者間において締結された、次に掲げる事項を定めた契約に従って行う方

法をいうのであるから留意する。

(1)所有隣接土地等を有する個人が認定事業者に対して所有隣接土地等を

譲渡することと併せて、民間都市開発推進機構が所有隣接土地等を有す

る個人に対し、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第１７条第３

項に規定する事業見込地の一部（以下この項において「譲受け事業見込

地」という。）を譲渡すること。

(2)次のイ又はロに掲げるいずれかの事項

イ 所有隣接土地等を有する個人が認定事業者に対して行う当該所有隣

接土地等の譲渡の対価に相当する金額を、認定事業者が、民間都市開

発推進機構に対して支払うこと並びに所有隣接土地等を有する個人と

民間都市開発推進機構の間で、当該所有隣接土地等及び譲受け事業見

込地の対価の差金を授受すること。

ロ 民間都市開発推進機構が所有隣接土地等を有する個人に対して行う

譲受け事業見込地の譲渡の対価に相当する金額を、認定事業者が、民

間都市開発推進機構に対して支払うこと並びに所有隣接土地等を有す

る個人と認定事業者が当該所有隣接土地等及び譲受け事業見込地の対

価の差金を授受すること。

（短期保有の所有隣接土地等と長期所有の所有隣接土地等がある場合の交換 （新 設）

差金等の区分）

３７の９の２－６ 措置法第３７条の９の２第１項の規定の適用を受ける場合に

おいて、その交換等をした土地等のうちに短期譲渡所得の基因となるもの

と長期譲渡所得の基因となるものとがあり、かつ、交換差金等（同項第１

号に規定する交換に伴い取得した交換差金の額又は同項第２号に規定する
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譲渡による収入金額が同号の土地建物等の取得価額を超える場合の当該超

える金額をいう。）があるときは、当該交換差金等の額を交換等したそれ

ぞれの資産の交換等の時の価額（契約等によりそれぞれの資産の交換等に

よる収入金額が明らかであり、かつ、その額が適正であると認められる場

合には、そのそれぞれの収入金額）の比によりあん分して計算した金額を

それぞれの資産に係る交換差金等とする。

（相続人が譲受け土地建物等を取得した場合） （新 設）

３７の９の２－７ 措置法第３７条の９の２第１項第２号に規定する譲渡をした

個人が、民間都市開発推進機構から認定事業用地の区域以外の地域内にあ

る土地建物等を取得する前に死亡した場合であっても、その相続人が当該

譲渡の日の属する年の翌年１２月３１日までに、当該死亡した個人が締結した

３７の９の２－５に定める方式による契約に従って、当該土地建物等を取得

したときは、その死亡した者の当該譲渡につき同項の規定を適用すること

ができるものとする。

（他の課税の特例に関する取扱いの準用） （新 設）

３７の９の２－８ ３３－４９、３４－３、３７－２、３７の３－３の取扱いは、措置法

第３７条の９の２第１項の規定を適用する場合について準用する。

措置法第３９条 （（相続財産に係る譲渡 措置法第３９条 （（相続財産に係る譲渡

所得の課税の特例）） 関係 所得の課税の特例）） 関係

（換地処分等により取得した資産を譲渡した場合） （換地処分等により取得した資産を譲渡した場合）

３９－３ ・・・・・・緑資源公団法第１８条第１項第７号イ（（業務の範囲））の ３９－３ ・・・・・・農用地整備公団法第１９条第１項第１号イ（（業務の範

事業又は・・・・・・。 囲））の事業又は・・・・・・。
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